農業委員・農地利用最適化推進委員の募集について

●募集の期間
令和8年1月20日（火）～2月16日（月）※申込書必着
※募集期間の中間、終了時に応募状況を町HPにてお知らせします。その際、氏名、職業、年齢が公表されます。定数に満たない場合には、再度公募を実施します。

●推薦・応募の方法、
本人の同意を得て３名以上（地区推薦）か団体代表者名（団体推薦）、又は自らの応募により、該当する申込書に必要事項を記入のうえ、久万高原町農業委員会まで期限内に提出してください。なお、両委員への同時応募は可能ですが、両委員に同時に就任することはできませんので、ご注意ください。

【提出・書類請求先】
〒791-1201　愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212番地
久万高原町役場内　久万高原町農業委員会事務局まで（持込・又は郵送）
℡　0892-21-1111（内線315）FAX　0892-21-0922

●選考の方法
　①農業委員
　町職員ではなく、農業委員との兼務が禁止されていない職業の方なら誰でも応募できますが、本町の農業に関わりがあることなどを考慮します。
また、委員のうち、過半数が認定農業者であることや、中立的な立場の委員が1名以上必要なことが法律上、定められているほか、性別、年齢に偏りが出ないことが求められています。なお、委員の任命には町議会の同意が必要となります。
　②農地利用最適化推進委員
　町職員ではなく、農地利用最適化推進委員との兼務が禁止されていない職業の方なら誰でも応募できますが、地区の委員定数を定めており、農業への識見を有していることなどを考慮します。また、委員の任命には新たに選ばれた農業委員会の同意が必要となります。
　農地の利用最適化とは、定期的な農地の見回りにより、耕作放棄地の発生を未然に防ぎ、経営規模を拡大する農業の担い手へ農地を集めることを指します。農地利用最適化推進委員の業務はこれによる現場での活動が主体となります。

※上記の基準を考慮のうえ、候補者評価委員会にて、書類審査等を経て選考案を作成します。その後、町議会や農業委員会の同意を得て、任期からの就任となります。



●募集の内容
	
	農業委員
	農地利用最適化推進委員

	募集人数
	14人
【地区内訳】
なし

	18人
【地区内訳】
2人（明神・入野）
1人（久万・菅生・野尻）
2人（畑野川）・2人（直瀬）
2人（父二峰）・2人（面河）
4人（美川）・3人（柳谷）

	任期
	令和8年7月20日～
令和11年7月19日
	令和8年7月20日(予定)～
令和11年7月19日

	身分
	特別職の非常勤職員
	特別職の非常勤職員

	報酬
	年額162,000円
（別途、費用弁償支給）
	年額135,000円
（別途、費用弁償支給）

	主な業務
	・農地の売買や貸借の許認可
・農地転用の意思決定
・耕作放棄地の防止、解消
・地域計画の実質化に
向けた話合いにおける助言
等の協力
など
	・担い手への農地利用集積
・耕作放棄地の防止、解消
・農地パトロール
・地域計画の実質化に
向けた話合いにおける助言
等の協力
など

	申込
様式
	地区推薦
	様式1（農業委員地区推薦届）
	様式1（推進委員地区推薦届）

	
	団体推薦
	様式2（農業委員団体推薦届）
	様式2（推進委員団体推薦届）

	
	自己応募
	様式3（農業委員応募届）
	様式3（推進委員応募届）

	申込様式記入例
	記入例（農業委員申込）
	記入例（推進委員申込）



